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２００７年度４月１日　公立・私立認可保育園　園児募集人数一覧
募　集　人　数定員電　　話所　在　地保　育　園　名 ５歳４歳３歳２歳１歳０歳

２４７１４６９６０４２－７７２－３０３４相原町７９２市立こうさぎ
４２６４３６１０００４２－７２２－０３５２森野４－８－１０市 立 森 野
１２５３６６００４２－７２３－２７８９本町田２９－８市 立 本 町 田
３３４４６８１０００４２－７２３－３６６４金森４６９－１市 立 金 森
２５８３９９００４２－７３５－３６００大蔵町１９８４市 立 大 蔵
５３５４１０１０００４２－７９２－０１５５山崎２１３０市 立 山 崎
１２８４２６８９０４２－７２２－２６７９原町田６－２６－１５市 立 町 田
１１８６１１１０００４２－７２６－１００７本町田２５９１－２０市 立 わ か ば

０６６３００４２－７１０－７８８８森野３－１１－１６市立森野３丁目
０１１２９９１３００４２－７２２－２６７２原町田２－１１－５本 園

こひつじ
３６４２９０４２－７３９－２２５１原町田２－１８－３分 園

０１５５６９１１００４２－７９７－３３４５常盤町３４６５－１町 田 と き わ
２１５６３９１０４０４２－７３５－５５６２大蔵町２１７７－２つ る か わ
００８５３

１２０
０４２－７９７－３０４２小山町２５０２本 園

小 山
９０４２－７７５－６３００小山町３１６６－１分 園

００４４１２１５１５９０４２－７９１－２７０５山崎町２１６０た か ね
1３１５

１１０
０４２－７３５－２３１４小野路町１４１６本 園

小 野 路
１１０４２－７０８－０２３１野津田町１０８４－１分 園

００７５６９１２００４２－７２３－３２２９木曽町２３４－５す み れ
００７４１２９００４２－７９２－０３６１木曽町１２１６－１０木 曽
０８７３６９１３３０４２－７２５－２６５２本町田３１３３－５草 笛
００１１１１３８００４２－７３５－２２４２鶴川１－１６－７き き ょ う
１１２２１１６６０４２－７９５－１０８１鶴間４１１－４田 園
００２２３８７８０４２－７９１－０８００山崎町４５７ユ ニ ケ
２２３０９９１０００４２－７２５－７０７０金森２０８こ う り ん

１３７
１２０

０４２－７９３－６８３６根岸町６５２－２本 園
ひかりの子

５１２０４２－７９３－１３７７根岸町４０８分 園
０３１２４２０４２－７２６－９５５８原町田６－２７－１０赤ちゃんの家

０３２１６１５１１６０４２－７９３－６７３６山崎町１５５５た か ね 第 二
００２９０１２１０９０４２－７９６－８１４７金森１７９３－４３５町 田 南
０００３４８７００４２－７２７－２３７３高ヶ坂５８８－１高 ヶ 坂
０００４４９８３０４２－７３４－６１１３真光寺３－１－６花 の 木

１１１１１１２１２２０４２－７２８－０２８８成瀬１２６３町田わかくさ
００００

１１５
０４２－７９３－４１６９忠生２－５－３本 園

しぜんの国
２１２０４２－７９３－２８８９忠生２－７－５分 園

０２５２２８８００４２－７９５－２１０１成瀬が丘３－２２－１成 瀬 南 野
０１１１２９７８０４２－７９７－５１３１小山田桜台１－１８桜 台

３９２１０４４－９８９－４６３９三輪町１７２０－８三 輪
０００２６００４４－９８７－９８７１三輪町８２－７三輪あいこう
０００３６９８７０４２－７３７－７６０７金井町２９３８－１４ゆ う き 山
１１１４４９８４０４２－７８２－４４０１相原町３３３８－１ク ロ ー バ ー

１１１４１０７５０４２－７１０－８１７７成瀬１－５－１成瀬くりの家
０００１３６５５０４２－７０６－０７３３金森１０７３ね む の 木
２００３０９６５０４２－７９６－３６２８金森１３９２－１こ ば と
０００２１９６７０４２－７２５－２１６６玉川学園３－３５－４８玉 川 さ く ら
００３２１９７１０４２－７９８－７３２１常盤町２９７０－１子 ど も の 森
００２１２９７５０４２－７２０－８２１５高ヶ坂８６７－１高ヶ坂ふたば
００２２１９７００４２－７７５－１４７０小山町４４６４多 摩 境 敬 愛
０００７９６１０００４２－７８８－５３８１小川１２７４－２光 の 原

０５６３００４２－７７０－１１１３小山ヶ丘３－２８アパガー
デンパレス多摩境２階敬 愛 桃 の 実

００１２３９９００４２－７８８－５２２８南つくし野２－１７－１南 つ く し 野
２１１４２８６００４２－７２９－８２２８中町１－３１－４未来保育 CLUB
００３３５９１０００４２－７３６－２２６６広袴町５４３－１東平ひまわり

談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
当
日
は
各
種

届
け
出
も
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
下
さ
い
。

○
日
時　
　

月
５
日
（
日
）
午
前
９
時

１１

〜
午
後
４
時

○
会
場　

国
保
年
金
課
（
市
役
所
本
庁

舎
４
階
）

□問
 

国
保
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
５

　

国
民
健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
や
、

ご
相
談
を
お
受
け
す
る
日
曜
支
払
い
相

 
国
民
健
康
保
険

日日
曜
支
払
い

曜
支
払
い

相
談
窓
口
を

相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
す

開
設
し
ま
す

　

９
月　

日
に
米
空
母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク

１５

が
横
須
賀
基
地
に
入
港
し
て
以
来
、
町

田
市
上
空
を
飛
行
す
る
空
母
艦
載
機
の

騒
音
が
激
し
さ
を
増
し
、
市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
騒
音
に
よ
る
苦
痛
や
怒
り
、
墜

落
の
不
安
等
多
く
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
　

月
２
日
、
防
衛
施
設
庁
東
京
防
衛

１０
施
設
局
か
ら
、
厚
木
基
地
に
お
い
て　
１０

月　

日
〜　

日
の　

時
〜　

時
ま
で
夜

１２

１３

１８

２２

間
離
着
陸
訓
練
（
Ｎ
Ｌ
Ｐ
）
を
実
施
す

る
予
定
と
の
通
告
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
、
市
は　

月
３
日
、
神
奈
川

１０

県
及
び
厚
木
基
地
周
辺
７
市
と
と
も

に
、
在
日
米
軍
司
令
官
、
在
日
米
海
軍

司
令
官
、
厚
木
航
空
施
設
司
令
官
、
駐

日
米
国
大
使
に
対
し
、
Ｎ
Ｌ
Ｐ
の
中
止

等
を
要
請
し
ま
し
た
。
ま
た
、
防
衛
施

設
庁
、
防
衛
庁
、
外
務
省
に
対
し
、
訓

練
の
中
止
等
を
米
軍
に
申
し
入
れ
る
よ

う
要
請
し
ま
し
た
。

　

詳
細
は
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。

　

市
で
は
、
機
会
が
あ
る
ご
と
に
、
米

軍
及
び
日
本
政
府
に
対
し
航
空
機
騒
音

の
防
止
対
策
等
に
つ
い
て
要
請
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
も
引
き

続
き
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
や
基
地
周

辺
各
市
と
と
も
に
、
粘
り
強
く
要
請
し

て
い
き
ま
す
。

騒
音
全
般
に
つ
い
て
＝
米
海
軍
厚
木
航

空
施
設
渉
外
部
11
０
４
６
７
・　

・
２

７８

６
６
４
、
東
京
防
衛
施
設
局
広
報
官
11

０
４
８
・
６
０
０
・
１
８
０
４
、
東
京

防
衛
施
設
局
横
田
防
衛
施
設
事
務
所
11

０
４
２
・
５
５
１
・
６
７
２
１

安
保
や
米
軍
基
地
に
つ
い
て
＝
外
務
省

北
米
局
日
米
地
位
協
定
室
11　

・
３
５

０３

８
０
・
３
３
１
１
（
代
表
）

住
宅
防
音
工
事
に
つ
い
て
＝
東
京
防
衛

施
設
局
施
設
対
策
第
３
課
7
０
１
２
０

・
０
４
８
・
６
１
０
、
11
０
４
８
・
６

０
０
・
１
８
２
１

市
の
要
請
活
動
に
つ
い
て
＝
町
田
市
コ

ー
ル
セ
ン
タ
ー
11
７
２
４
・
５
６
５
６

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０
３

園

児

募

集

お
り
で
す
。

○
対
象　

両
親
が
共
働
き
、
自
営
、
疾

病
、
介
（
看
）
護
な
ど
の
た
め
、
昼
間

保
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
庭
の
乳

幼
児

※
入
園
の
し
お
り
・
申
込
書
を
各
認
可

保
育
園
で　

月　

日
か
ら
、
子
育
て
支

１０

２１

援
課
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
で

　

月　

日
か
ら
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、

１０

２３

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
、
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
し
込
み
受
付
】

　

市
役
所
・
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
出
張

受
付
を
行
い
ま
す
。
詳
細
は
入
園
の
し

お
り
を
ご
覧
下
さ
い
。

〈
市
民
セ
ン
タ
ー
で
の
受
付
〉

○
期
日
・
会
場　
　

月
４
日
（
月
）
＝

１２

鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー
、
６
日
（
水
）
＝

小
山
市
民
セ
ン
タ
ー
、
８
日
（
金
）
＝

堺
市
民
セ
ン
タ
ー
、　

日
（
月
）
＝
忠

１１

生
市
民
セ
ン
タ
ー
、　

日
（
火
）
＝
子

１２

ど
も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん
、　

日
（
木
）

１４

＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー
、　

日
（
金
）

１５

＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー
、　

日
１８

（
月
）
＝
木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
、　

日
２０

公
立
・
私
立
認
可
保
育
園

（
水
）
＝
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

○
時
間　

午
前
９
時　

分
〜　

時　

３０

１１

３０

分
、
午
後
１
時
〜
４
時

〈
市
役
所
本
庁
舎
（
地
下
特
別
会
議

室
）
で
の
受
付
〉

○
期
日　
　

月
１
日
（
金
）
、
５
日

１２

（
火
）
、
７
日
（
木
）
、
９
日
（
土
）、

　

日
（
水
）
、　

日
（
日
）
、　

日

１３

１７

１９

（
火
）
、　

日
（
木
）

２１

○
時
間　

午
前
９
時　

分
〜　

時　

３０

１１

３０

分
、
午
後
１
時
〜
４
時

※
現
在
入
園
保
留
の
方
で
、
引
き
続
き

２
０
０
７
年
度
も
入
園
を
希
望
す
る
方

は
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

７
、
6
７
２
４
・
１
１
６
０

年

末

保

育

　
　

月　

日
（
金
）
・　

日
（
土
）
の

１２

２９

３０

２
日
間
に
、
保
護
者
の
方
が
就
労
の
た

め
に
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
場
合
、
こ

う
さ
ぎ
保
育
園
及
び
金
森
保
育
園
の
２

園
で
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

○
対
象　

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
の
認

可
保
育
園
に
在
園
し
、　

月
１
日
現
在

１２

満
６
か
月
〜
就
学
前
の
お
子
さ
ん
で
、

保
護
者
の
就
労
に
よ
り
保
育
が
必
要
で

あ
る
こ
と

○
時
間　

午
前
７
時
〜
午
後
７
時
の
間

で
保
護
者
の
方
の
就
労
時
間

○
定
員　

各
園
１
日　

人
、
０
歳
児
は

３０

３
人
ま
で

※
申
込
人
数
が
５
人
未
満
の
場
合
は
年

末
保
育
を
行
い
ま
せ
ん
。

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、　

月　

日

１２

１４

（
木
）
午
後
１
時
か
ら
子
育
て
支
援
課

で
公
開
抽
選
を
行
い
ま
す
。

○
費
用　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

の
間
で
４
時
間
以
内
＝
１
６
０
０
円
、

４
時
間
以
上
＝
３
２
０
０
円
／
午
前
７

時
〜
８
時　

分
、
午
後
５
時
〜
７
時
は

３０

１
時
間
に
つ
き
６
０
０
円

○
申
し
込
み　

申
請
書
（
町
田
市
内
認

可
保
育
園　

か
所
及
び
子
育
て
支
援
課

４８

で　

月
１
日
〜　

月
１
日
に
配
布
）
及

１１

１２

び
年
末
勤
務
証
明
書
を　

月
８
日
ま
で

１２

（
必
着
）
に
年
末
保
育
実
施
園
に
提
出

し
て
下
さ
い
（
郵
送
可
）
。

※
受
付
時
間
は
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時
で
す
。

※
申
込
受
付
終
了
後
、
承
認
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す
。
そ
の
際
に
納
入
通
知
書

を
同
封
し
ま
す
の
で
、　

月　

日
ま
で

１２

２７

に
費
用
を
納
入
し
て
下
さ
い
（
納
入
さ

れ
た
費
用
は
返
還
し
ま
せ
ん
）
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

８

ご
利
用
下
さ
い

　

精
神
障
が
い
の
方
の
く
つ
ろ
げ
る
場

の
提
供
、
日
常
生
活
で
生
じ
る
様
々
な

問
題
に
つ
い
て
電
話
・
面
接
・
家
庭
訪

問
に
よ
る
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま

た
、
地
域
の
生
活
情
報
や
、
社
会
資

町
田
市
精
神
障
が
い
者
地
域
生
活
支
援

セ
ン
タ
ー

源
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
を
提
供
し

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
相
談
内
容
に
つ
い
て
は
秘
密

を
厳
守
し
ま
す
。

○
利
用
で
き
る
方　

市
内
在
住
の
精
神

障
が
い
を
お
持
ち
の
方

○
利
用
時
間　

月
〜
金
曜
日
＝
午
前
９

時　

分
〜
午
後
６
時
▽
土
曜
日
＝
午
前

３０

　

時
〜
午
後
５
時

１１※
第
一
土
曜
日
及
び
日
曜
日
と
祝
日
は

休
み
で
す
。

○
場
所　

せ
り
が
や
会
館
４
階
（
原
町

田
４－

　

－

６
）

２４

○
利
用
方
法　

直
接
ま
た
は
電
話
で
同

セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
２
・
０
７
１
３
、

6
７
２
２
・
０
７
１
４
）
へ
。

□問
 

障
が
い
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４

５
、
6
７
２
４
・
１
１
９
１

【
カ
リ
ヨ
ン
ホ
ー
ル
】

　

２
０
０
７
年
５
月
分
の
カ
リ
ヨ
ン
ホ

ー
ル
利
用
者
の
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

　

月
５
日
（
日
）
午
前
９
時
ま
で
に
使

１１用
料
金
を
お
つ
り
の
な
い
よ
う
に
お
持

ち
に
な
り
、
ひ
な
た
村
へ
お
い
で
下
さ

い
。

　

な
お
、
５
日
・
６
日
の
全
日
と
２
日

・　

日
・　

日
、　

日
〜　

日
、　

日

１０

１１

１４

１８

２１

〜　

日
、　

日
〜　

日
の
午
前
午
後
は

２５

２８

３１

主
催
事
業
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
他
に
も
急
き
ょ
、
主
催

事
業
が
入
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了

承
下
さ
い
。

※
同
ホ
ー
ル
で
は
金
銭
を
徴
収
し
て
の

催
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
連
休
後
の
休
館
日
は
７
〜
９
日
と
な

り
ま
す
。

ひ
な
た
村
利
用
予
約

【
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
】

　

２
０
０
７
年
１
月
分
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
抽
選
会
を
行
い
ま

す
。　

月
５
日
（
日
）
午
前　

時
ま
で

１１

１０

に
ひ
な
た
村
へ
お
い
で
下
さ
い
。

　

な
お
、
７
日
の
午
前
中
と　

日
は
主

１３

催
事
業
等
の
た
め
、
１
日
〜
４
日
ま
で

は
年
始
休
業
日
の
た
め
利
用
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
急
き
ょ
主
催

※
講
師
の
選
定
・
交
渉
、
会
場
の
確
保

等
の
事
業
運
営
は
団
体
が
行
っ
て
下
さ

い
。
年
１
回
、
２
万
円
（
源
泉
徴
収
税

額　

％
を
含
む
）
以
内
で
講
師
謝
礼
を

１０
お
支
払
い
し
ま
す
。

※
定
例
的
に
団
体
を
指
導
し
て
い
る
講

師
や
団
体
の
会
員
が
講
師
に
な
る
場

合
、
及
び
政
治
・
宗
教
・
営
利
活
動
を

目
的
と
し
た
内
容
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。

○
対
象
団
体　

次
の
①
〜
③
全
て
に
該

当
す
る
団
体
…
①
市
内
で
継
続
的
に
活

動
し
、
市
の
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い

②
会
員　

人
以
上
で
そ
の　

％
以
上
が

１５

７０

市
内
在
住
、
在
勤
、
在
学
③
団
体
の
代

表
者
ま
た
は
事
務
取
扱
者
が
市
内
在
住

○
対
象
事
業　

団
体
が
自
ら
企
画
し
、

広
く
市
民
に
参
加
を
呼
び
か
け
る
学
習

会
・
講
演
会
等
で
２
０
０
７
年
３
月　
３１

日
ま
で
に
市
内
で
実
施
す
る
も
の

○
申
込
期
限　

２
０
０
７
年
２
月　

日
２８

※
①
申
請
に
は
団
体
の
会
則
・
会
員
名

簿
が
必
要
で
す
②
事
業
実
施
の　

日
前

３０

ま
で
に
申
請
し
て
下
さ
い
③
派
遣
定
数

を
満
た
し
た
時
点
で
終
了
し
ま
す
。

※
申
請
書
の
配
布
と
受
付
は
社
会
教
育

課
（
森
野
分
庁
舎
１
階
、
11
７
２
４
・

２
１
８
１
）
で
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
利
用
下
さ
い

講
師
派
遣
制
度

事
業
が
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
了

承
下
さ
い
。

※
平
日
を
ご
希
望
の
方
は
ご
相
談
下
さ

い
。

※
プ
ロ
グ
ラ
ム
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

る
の
は
１
日
１
団
体
の
み
で
す
。

※
ひ
な
た
村
は
、
第
１
・
３
火
曜
日
、

祝
日
の
翌
日
は
休
館
日
と
な
り
ま
す
。

□問
 

ひ
な
た
村
11
７
２
２
・
５
７
３
６

　

グ
ル
ー
プ
・
団
体
が
自
主
的
に
企
画

し
、
会
員
以
外
に
広
く
参
加
を
呼
び
か

け
、
公
開
し
て
実
施
す
る
学
習
会
・
講

演
会
に
講
師
を
派
遣
し
ま
す
。

町
田
に
静
か
な
空
を
返
せ

町
田
に
静
か
な
空
を
返
せ

Ｎ
Ｌ
Ｐ

Ｎ
Ｌ
Ｐ
のの
中
止
等
を
要
請

中
止
等
を
要
請

　

２
０
０
７
年
度
４
月
入
園
児
の
募
集

を
行
い
ま
す
。

　

各
園
の
募
集
予
定
人
数
は
左
表
の
と

問
い
合
わ
せ
先


